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の
11
カ
月
間
に
こ
ど
も
園
体
調
不
良
型
保

育
と
し
て
保
健
室
を
利
用
し
た
の
は
発
熱

だ
け
で
も
６
７
０
人
で
す
。
翌
日
以
降
の

家
庭
で
の
保
育
状
況
等
の
検
証
は
必
要
で

す
。
追
跡
調
査
の
取
り
組
み
は
あ
り
ま
し

た
か
。

状
況
把
握
の
ア
ン
ケ
ー

ト
は
実
施
し
て
い
ま
せ

ん
。

運
用
時
間
の
拡
大
は
反
対
の
声
が

圧
倒
的
多
数
で
す
。
地
元
住
民
の

同
意
の
集
約
等
を
含
め
、
四
者
協
、
町
長

は
ど
の
よ
う
な
判
断
基
準
で
い
く
の
か
、

そ
の
方
針
と
は
。
ま
た
、
集
約
の
責
任
者

は
四
者
協
な
の
か
、
関
係
市
町
な
の
か
。

安
眠
時
間
が
4
時
間
し
か
な

い
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で

も
な
く
、
そ
う
い
う
問
題
を
整
理
し
、
方

向
性
を
定
め
て
い
く
前
段
の
レ
ベ
ル
で

す
。
具
体
的
に
私
が
首
長
と
し
て
ど
う
し

ま
す
と
い
う
話
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
町

単
位
で
ど
う
こ
う
す
る
と
い
う
よ
り
、
四

者
協
と
い
う
一
つ
の
推
進
を
含
め
た
組
織

が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
方
向
付
け
を

す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

介
護
保
険
制
度
開
始
か
ら
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
き
た
療
養
病
床

に
つ
い
て
、
国
か
ら
平
成
29
年
度
末
で
廃

止
の
方
向
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
町
の

考
え
は
。

当
院
の
介
護
保
険
適

用
の
介
護
病
床
（
30

床
）
と
医
療
療
養
型
病
床
（
26
床
）
が
廃

止
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
方

向
性
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
当
院

で
は
急
性
期
の
一
般
病
床
か
ら
移
床
し
在

宅
で
き
な
い
方
、
施
設
に
入
所
で
き
な
い

方
、
家
庭
の
事
情
で
帰
宅
で
き
な
い
方

等
々
が
い
ま
す
。
現
状
を
全
く
変
え
て
の

方
向
転
換
は
、
現
在
、
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
後
の
多
古
中
央
病
院
と
の

協
議
、
検
討
内
容
は
。

利
用
者
の
需
用
、
運
営
方
式
、
事

業
費
、
看
護
師
・
保
育
士
の
確

保
等
の
検
討
が
必
要
で
す
。需
用
の
把
握
、

事
業
の
費
用
対
効
果
を
含
め
十
分
な
検
討

の
た
め
、
な
お
時
間
を
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
間
利
用
者
の
把
握
、
費
用

対
効
果
の
検
証
と
の
答
弁
に
終

始
し
て
い
ま
す
が
、
今
年
度
2
月
末
ま
で

入
学
準
備
金
に
つ
い
て
、
国
は
新

年
度
予
算
案
で
補
助
単
価
を
2
倍

に
引
き
上
げ
て
い
ま
す
。
町
は
支
給
時
期

を
入
学
準
備
に
必
要
な
時
期
に
手
立
て
を

講
ず
る
よ
う
早
急
な
改
善
を
求
め
ま
す
。

入
学
前
の
支
給
実
施
は

県
内
で
は
2
市
、
全
国

で
は
80
市
町
村
と
の
報
道
が
あ
り
ま
し

た
。
入
学
前
に
支
給
で
き
れ
ば
一
番
良
い

と
十
分
認
識
し
て
い
ま
す
。
来
年
度
国
の

要
綱
が
改
正
さ
れ
れ
ば
来
年
3
月
に
は
支

給
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ま
す
。

病
児
・
病
後
児
保
育
事
業
の

検
討
状
況
は

需
用
の
把
握
、費
用
対
効
果
の
検
討
に
時
間
が
ほ
し
い

石渡悦子 議員

所要時間 92分

空
港
機
能
強
化
策
の

同
意
責
任
者
は
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長
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に
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条例、補正予算の審議 条例、補正予算の審議

3月8日 3月9日

　付託された条例改正等及び一般会計と 4 特別会計の
補正予算について審議しました。

議案第 5号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
費用弁償に関する条例の一部改正」

■農業委員、農地利用最適化推進委員の能率給に関
して、実績の評価方法、支給額の配分は。

■能率給は各委員の人数と農地集積率・遊休農地の
解消割合から算定した額を上限に国から交付さ

れ、活動日数、遊休農地の調査地点数、研修会等への参
加回数等の活動実績により毎年 3 月に支払います。

議案第7号「奨学資金貸付基金条例の一部改正」

■奨学金償還免除の要件とは。

■免除に係る住所要件は住民登録のある住所地を月
ごとに判断し、毎年現況届の提出を求めます。

補正予算の審議

■ふるさと寄附金の返礼品、その提供業者の選定は。

■町が委託している一括代行業者と返礼品提供業者
での契約です。今後は返礼品や提供業者の資質

チェックのため、内部または外部有識者を加えた審査会
を検討しています。

■今後のこども園保育料軽減については。

■平成 29 年度から多子世帯や年収に応じた幼児教
育の段階的無償化が図られます。

　付託された条例改正等及び一般会計と学校給食セン
ター特別会計の補正予算について審議しました。

議案第11号「法定外公共物管理条例の一部改正」

■法定外公共物から発生した土砂等に対する採取料
の予算上の扱いは。道路整備基金に繰り入れられ

ないか。

■発生した場合に補正対応し、検討します。

議案第12号「町民体育館の設置及び管理に関する条例
の一部改正」

■旧第二小体育館の利用状況は。

■毎週火曜、水曜、土曜に３団体の定期利用があり、
今後も利用の見込みです。

補正予算の審議

■住宅取得奨励金について、中古物件の購入も対象
とする見直しができないか。

■移住を前提とするため、土地購入を含む新築が条
件ですが、対象条件は今後検討の余地があります。

■給食費の滞納状況と徴収実績は。

■訪問、個別相談を行い、児童手当からの納付や 
分割納付により今年度の徴収実績は約 154 万円

です。

■町道染井・多古台線の工期延長の状況は。

■6 月 1 日開通を目指し、既に完成した歩道につい
ては通学路として 3 月 31 日に開放します。

委
員
会
リ
ポ
ー
ト

利用しやすい保育料に 完成間近の町道染井・多古台線

余裕をもって休ませてあげたいけれど…

みんなピカピカの１年生
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